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審
議
結
果
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
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議
案
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議
案
No.

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
議
結
果

同
意
5

議
案
62

議
案
63

議
案
64

議
案
65

議
案
66

議
案
67

議
案
68

議
案
69

議
案
70

同
　
意

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

筑
紫
野
市
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
�

福
岡
都
市
圏
広
域
行
政
推
進
協
議
会
を
設
け
る
市
町
村
の
数
の

増
減
及
び
こ
れ
に
伴
う
福
岡
都
市
圏
広
域
行
政
推
進
協
議
会
規

約
の
一
部
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て

福
岡
都
市
圏
広
域
行
政
推
進
協
議
会
を
設
け
る
市
町
村
の
数
の

減
少
及
び
こ
れ
に
伴
う
福
岡
都
市
圏
広
域
行
政
推
進
協
議
会
規

約
の
一
部
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て

福
岡
都
市
圏
広
域
行
政
事
業
組
合
を
組
織
す
る
市
町
村
の
数
の

増
減
及
び
こ
れ
に
伴
う
福
岡
都
市
圏
広
域
行
政
事
業
組
合
規
約

の
一
部
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て
�

福
岡
都
市
圏
広
域
行
政
事
業
組
合
を
組
織
す
る
市
町
村
の
数
の

減
少
及
び
こ
れ
に
伴
う
福
岡
都
市
圏
広
域
行
政
事
業
組
合
規
約

の
一
部
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て

福
岡
都
市
圏
競
艇
等
事
業
組
合
を
組
織
す
る
市
町
村
の
数
の
増

減
及
び
こ
れ
に
伴
う
福
岡
都
市
圏
競
艇
等
事
業
組
合
規
約
の
一

部
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て

福
岡
都
市
圏
競
艇
等
事
業
組
合
を
組
織
す
る
市
町
村
の
数
の
減

少
及
び
こ
れ
に
伴
う
福
岡
都
市
圏
競
艇
等
事
業
組
合
規
約
の
一

部
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て

福
岡
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団

体
数
の
増
減
及
び
福
岡
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
規
約
の

変
更
に
つ
い
て
�

福
岡
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団

体
数
の
減
少
及
び
福
岡
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
規
約
の

変
更
に
つ
い
て

福
岡
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団

体
数
の
増
減
及
び
福
岡
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
規
約
の

変
更
に
つ
い
て
�

議
案
の
審
議
結
果

（平成17年2月1日から供用開始）
西鉄筑紫駅西口自転車駐車場

（1）



筑
紫
多
目
的
施
設
の
管
理
に

関
す
る
条
例
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　
　
　
　
　
　（
文
教
福
祉
委
員
会
）

　
本
二
件
は
、各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
等
の
設
置
目
的
を
明
確

に
し
、施
設
で
新
た
な
事
業
を
進

め
る
と
と
も
に
、統
一
し
た
使
用

料
に
改
定
す
る
も
の
で
す
。

　
執
行
部
か
ら「
使
用
料
減
免
に

つ
い
て
、障
害
者
団
体
、七
十
歳
以

上
の
高
齢
者
が
三
分
の
二
以
上
の

団
体
、十
八
歳
未
満
の
音
楽
、環
境
、

福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
学
習
グ

ル
ー
プ
、川
を
き
れ
い
に
す
る
地

域
グ
ル
ー
プ
等
は
百
％
減
免
、自

主
学
習
グ
ル
ー
プ
の
利
用
団
体
の

減
免
は
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
減

免
基
準
に
応
じ
五
十
％
減
免
を
適

用
し
た
い
」旨
の
説
明
が
あ
り
ま

し
た
。

　
審
査
の
中
で
、利
用
者
を
五
人

以
上
の
団
体
と
し
た
理
由
、減
免

の
見
直
し
、収
入
と
住
民
負
担
増
、

条
例
と
減
免
の
実
施
時
期
、「
市
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
の
使
用
料
に
関

す
る
陳
情
」と
の
関
係
等
、様
々
な

質
疑
が
出
さ
れ
、執
行
部
か
ら
は「
利

用
者
を
五
人
以
上
の
団
体
と
し
た

の
は
実
態
に
基
づ
く
も
の
」「
障
害

者
等
の
団
体
は
使
用
料
全
額
免
除

と
の
項
を
追
加
」「
入
場
料
等
を
徴

収
す
る
団
体
は
十
割
増
の
使
用
料

を
明
記
」「
八
百
万
円
か
ら
一
千
万

円
程
度
の
収
入
確
保
と
な
り
、そ

の
財
源
で
地
域
の
街
づ
く
り
の
新

た
な
支
援
を
検
討
」「
十
二
月
議
会

で
条
例
精
査
後
、一
・
二
月
に
精
力

的
に
説
明
会
を
行
い
、二
月
末
に

最
終
的
に
判
断
し
た
い
」「
陳
情
趣

旨
の
使
用
料
百
％
減
免
は
困
難
で
、

理
由
が
な
い
」と
の
答
弁
が
あ
り

ま
し
た
。

　
ま
た
、委
員
か
ら「
市
民
が
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
に
積
極
的

に
参
加
し
て
地
域
を
活
力
あ
る
も

の
に
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
の
で
、

十
分
考
慮
す
べ
き
」旨
の
意
見
が

あ
り
、執
行
部
よ
り「
様
々
な
議
員

の
ご
指
摘
を
尊
重
し
、慎
重
に
市

民
と
対
話
し
て
い
く
」と
の
回
答

を
得
ま
し
た
。

　
委
員
会
と
し
て
は
、一
・
二
月
に

各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
行

う
執
行
部
・
関
係
者
の
協
議
内
容

に
つ
い
て
三
月
議
会
で
委
員
会
に

報
告
す
る
よ
う
要
請
し
ま
し
た
。

二
件
と
も
討
論
は
な
く
、採
決
の

結
果
、全
員
一
致
原
案
の
と
お
り

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

平
成
十
六
年
度
筑
紫
野
市

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
二
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　（
総
務
委
員
会
）

　
本
件
は
、歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
に
そ
れ
ぞ
れ
十
七
億
千
二
百
九

十
六
万
二
千
円
を
追
加
す
る
も
の

で
す
。

　
審
査
の
中
で
、歳
出
の
時
間
外

勤
務
手
当
計
上
の
理
由
、給
食
サ

ー
ビ
ス
事
業
補
正
減
の
内
容
、創

生
振
興
基
金
繰
入
金
補
正
の
十
一

億
円
の
理
由
に
つ
い
て
質
疑
が
あ

り
、執
行
部
よ
り「
超
過
勤
務
手
当

補
正
は
、台
風
災
害
へ
の
対
応
、国

民
文
化
祭
の
実
施
、情
報
公
開
制
度
・

男
女
共
同
参
画
推
進
の
条
例
改
正

等
に
伴
う
も
の
で
、昨
年
並
程
度

の
必
要
最
小
限
の
も
の
」「
給
食
サ

ー
ビ
ス
事
業
委
託
料
の
補
正
減
は
、

委
託
先
が
一
社
に
な
り
、給
食
配

達
コ
ー
ス
が
十
か
ら
八
に
な
っ
た

た
め
」「
創
生
振
興
基
金
の
取
り
崩

し
は
、財
政
健
全
化
計
画
に
基
づ
き
、

一
括
返
済
し
て
債
務
負
担
行
為
の

額
を
減
ず
る
も
の
」と
の
説
明
を

（
委
員
会
審
査
報
告
要
旨
）

主
　
な
　
議
　
案

平成16年
第5回（12月）
定例会

嶋
正
武
氏

筑
紫
野
市
教
育
委
員
会
委
員

議
案
No.

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
議
結
果

議
案
71

議
案
72

議
案
73

議
案
74

議
案
75

議
案
76

議
案
77

議
案
78

議
案
79

議
案
80

議
案
81

議
案
82

議
案
83

議
案
84

議
案
85

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

福
岡
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団

体
数
の
増
減
及
び
福
岡
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
規
約
の

変
更
に
つ
い
て
�

福
岡
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団

体
数
の
増
減
及
び
福
岡
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
規
約
の

変
更
に
つ
い
て
�

福
岡
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団

体
数
の
増
減
及
び
福
岡
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
規
約
の

変
更
に
つ
い
て
�

福
岡
県
市
町
村
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
組
合
を
組
織
す
る

市
町
村
の
数
の
増
減
及
び
こ
れ
に
伴
う
福
岡
県
市
町
村
消
防
団

員
等
公
務
災
害
補
償
組
合
規
約
の
一
部
変
更
に
関
す
る
協
議
に

つ
い
て
�

福
岡
県
市
町
村
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
組
合
を
組
織
す
る

市
町
村
の
数
の
減
少
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て
�

福
岡
県
市
町
村
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
組
合
を
組
織
す
る
市

町
村
の
数
の
増
減
及
び
こ
れ
に
伴
う
福
岡
県
市
町
村
消
防
団
員
等

公
務
災
害
補
償
組
合
規
約
の
一
部
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て

福
岡
県
市
町
村
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
組
合
を
組
織
す
る

市
町
村
の
数
の
減
少
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て
�

福
岡
県
市
町
村
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
組
合
を
組
織
す
る

市
町
村
の
数
の
増
減
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て
�

福
岡
県
市
町
村
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
組
合
を
組
織
す
る
市

町
村
の
数
の
増
減
及
び
こ
れ
に
伴
う
福
岡
県
市
町
村
消
防
団
員
等

公
務
災
害
補
償
組
合
規
約
の
一
部
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て

筑
紫
野
・
春
日
・
夜
須
筑
慈
苑
施
設
組
合
を
組
織
す
る
市
町
村

数
の
増
減
及
び
こ
れ
に
伴
う
筑
紫
野
・
春
日
・
夜
須
筑
慈
苑
施

設
組
合
規
約
の
一
部
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て
�

両
筑
衛
生
施
設
組
合
を
組
織
す
る
市
町
村
の
数
の
増
減
及
び
こ

れ
に
伴
う
両
筑
衛
生
施
設
組
合
規
約
の
一
部
変
更
に
関
す
る
協

議
に
つ
い
て
�

両
筑
衛
生
施
設
組
合
を
組
織
す
る
市
町
村
の
数
の
増
減
及
び
こ

れ
に
伴
う
両
筑
衛
生
施
設
組
合
規
約
の
一
部
変
更
に
関
す
る
協

議
に
つ
い
て
�

福
岡
地
区
水
道
企
業
団
を
組
織
す
る
市
町
村
の
数
の
増
減
及
び

こ
れ
に
伴
う
福
岡
地
区
水
道
企
業
団
規
約
の
一
部
変
更
に
関
す

る
協
議
に
つ
い
て
�

福
岡
都
市
圏
の
市
町
村
の
図
書
館
等
を
相
互
に
他
の
市
町
村
の

住
民
の
貸
出
利
用
に
供
す
る
こ
と
に
関
す
る
規
約
の
一
部
変
更

に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て
�

筑
紫
野
市
自
転
車
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
�
�

平成17年3月1日 第127号 議会だより 筑　紫　野
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受
け
ま
し
た
。

　
討
論
で
は
、債
務
負
担
行
為
の

清
掃
業
務
委
託
の
見
直
し
、創
生

振
興
基
金
の
取
り
崩
し
の
使
い
方
、

給
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
委
託
料
の
点

で
反
対
討
論
が
あ
り
ま
し
た
が
、

採
決
の
結
果
、賛
成
多
数
で
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　
嶋
正
武
氏

嶋
正
武
氏

筑
紫
野
市
教
育
委
員
会
委
員

筑
紫
野
市
教
育
委
員
会
委
員

筑
紫
野
市
教
育
委
員
会
委
員

（
大
字
山
家
五
一
二
六
番
地
）

た
か
　
　
し
ま
　
　
ま
さ
　
　
た
け

平成16年 第5回 筑紫野市議会（定例会）会期日程
会期12月1日～12月17日：17日間

委
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、右
の
方
を
任
命
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、十
二
月
一
日
の
本
会
議
で
同
意
い
た
し
ま
し
た
。

議
案
No.

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
議
結
果

議
案
86

議
案
87

議
案
88

議
案
89

議
案
90

議
案
91

議
案
92

議
案
93

議
案
94

議
案
95

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

筑
紫
野
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
�

筑
紫
野
市
筑
紫
多
目
的
集
会
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
�

筑
紫
野
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
全
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
�

財
産（
土
地
）の
取
得
に
つ
い
て
�

平
成
16
年
度
筑
紫
野
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
2
号
）
に

つ
い
て

平
成
16
年
度
筑
紫
野
市
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算（
第
1
号
）に
つ
い
て

平
成
16
年
度
筑
紫
野
市
老
人
保
健
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算（
第

2
号
）に
つ
い
て

平
成
16
年
度
筑
紫
野
市
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算（
第

2
号
）に
つ
い
て

平
成
16
年
度
筑
紫
野
市
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算（
第
1
号
）に

つ
い
て

平
成
16
年
度
筑
紫
野
市
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算（
第
2
号
）

に
つ
い
て

発
議
No.

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
議
結
果

発
議
9

発
議
10

原
案
可
決

原
案
可
決

平
成
17
年
度
地
方
交
付
税
所
要
総
額
確
保
に
関
す
る
意
見
書
に

つ
い
て

「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画
」見
直
し
に
関
す
る
意
見
書
に
つ
い
て
�

請
願
No.

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
議
結
果

請
願
6

採

択

「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画
」見
直
し
に
関
す
る
意
見
書
提
出

を
求
め
る
請
願
に
つ
い
て

【
請
願
】

【
議
員
提
出
議
案
】

陳
情
No.

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

陳
情
9

陳
情
10

陳
情
11

陳
情
12

陳
情
13

筑
紫
野
市
原
田
地
区
土
地
開
発
に
関
す
る
陳
情
�

教
育
基
本
法「
改
正
」で
は
な
く
、教
育
基
本
法
に
基
づ
く
施
策
を
進
め
る
こ

と
を
求
め
る
意
見
書
を
政
府
等
に
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
る
陳
情
�

針
摺
区
に
お
け
る
住
居
表
示
の
変
更
に
つ
い
て
の
陳
情
�

筑
紫
野
市
手
話
通
訳
派
遣
事
業
の
継
続
に
関
す
る
陳
情
�

筑
紫
野
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
の
使
用
料
に
関
す
る
陳
情
�

【
陳
情
】

月

12

日 曜日 会議の種別 委　員　会 摘　　要

1 水 本 会 議

本 会 議

本 会 議

本 会 議

本 会 議

議案上程
提案理由説明

2 木 議案研究日
（議案質疑通告締切；12：00）

3 金 発議・請願上程、
質疑・委員会付託

4 土 休 会 日

5 日 休 会 日

6 月

7 火

水

木

金

水

木

金

土

日

月

火

8

9

10

11 休 会 日

12 休 会 日

13

発議上程、質疑、討論、
採決、一般質問14

一般質問15

（委員会審査報告整理日）16

17 委員長報告、発議上程、
質疑、討論、採決

市民環境常任委員会

総務常任委員会
建設経済常任委員会

市民環境常任委員会

文教福祉常任委員会

文教福祉常任委員会

地域生活交通対策特別委員会
産業廃棄物問題対策特別委員会

議会運営委員会
文教福祉常任委員会

人権・同和対策特別委員会

平成17年3月1日第127号 議会だより 筑　紫　野

人 事

案 件

（3）



「食料・農業・農村基本計画」見直しに関する意見書

　現在、政府は2000年に定めた「食料・農業・農村基本計画」の見直しを検討している。来年の３月に策

定される新たな基本計画は今後の日本の食料・農業政策を大きく左右するものである。

　先に出された「中間論点整理」（中間まとめ）では、①担い手政策のあり方、②品目横断的政策等の経

営安定対策の確立、③農地制度のあり方、④農業資源・環境保全対策の確立が出されたが、最大の課題

である食料自給率の向上に向けての施策については先送りされた。また、出されている課題が食料自

給率の向上にどのように結びつくのか明確に示されていない。

　よって、基本計画の見直しにあたっては、「食料・農業・農村基本法」に基づき、食料自給率の引き上

げ、食の安全・安定に結びつく施策を展開することが、日本農業の再生・発展につながると考え、次の意

見内容の実現を強く求めるものである。

記

1．食料自給率については、この5年間横ばいで推移してきた原因などを明らかにし、自給率引き上げ

　政策を推進すること。

2．担い手のあり方については、「プロ農家」に限定せず、地域の条件に見合った多様な担い手及び農業

　の展開を可能とするものとして位置付けること。

3．新たな経営安定対策（品目横断的政策等）については、農産物価格の構造的な低落をカバーする本

　格的な所得補填策とすること。

4．農地制度のあり方については、土地・農地等土地利用規制の体系を整備し、株式会社の農地取得・農

　業参入について、拙速な全国展開を行わないこと。

5．農業環境・資源保全政策の確立では、環境直接支払い制度の創設や現行の中山間直接支払制度の拡

　大・充実をはかること。

■送付先：内閣総理大臣、農林水産大臣

平成17年3月1日 第127号議会だより 筑　紫　野

請 願 採 択 ・ 意 見 書 提 出
※「食料・農業・農村基本計画見直しに関する意見書提出を求める請願」を
　採択し、これに基づき次の意見書を可決し、関係機関に送付しました。

市議会議長の議長公用車使用に関する住民監査請求は、
棄却されました。

　平成16年9月3日に提出された住民監査請求について、筑紫野市監査委員は、平成16年11月1日

付けで、「請求人の本請求は理由がないと判断し棄却する。」との監査結果を出しました。

（4）



平成17年度地方交付税所要総額確保に関する意見書

　平成16年度政府予算においては、地方交付税及び臨時財政対策債の大幅な削減により、地方財政運
営に支障を来たすとともに、地方の信頼関係を損ねる結果となった。
　平成17年度政府予算編成においては、平成16年度予算のような大幅な削減が行われることのないよ
う、国は誠実に対応し、国と地方の信頼関係を構築し、住民サービスの低下を来たさないようにすべき
である。
　よって、国は、平成17年度政府予算編成に当り、「地方交付税の所要総額」が確実に確保されるよう、
以下の事項についてその実現を求めるものである。

記

1.昨年のような地方交付税等の大幅な削減により、地方公共団体の財政運営に支障を来たすことのな
　いよう、平成17年度の地方交付税総額は、少なくとも平成16年度の水準以上を確保すること。
2.税源移譲に伴い、財政力格差が拡大する財政力の弱い地方公共団体に対しては、地方交付税の財源
　調整・財源保障を強化して対応すること。
3.地方財政計画上の歳出と決算との乖離については、投資的経費と経営的経費の実態を踏まえ、一体
　的に是正すべきであり、一方的な、不合理な削減は絶対認められないこと。
■送付先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、郵政民営化・経済財政政策担当大臣、総務大臣、
　財務大臣、内閣官房長官

平成17年3月1日第127号 議会だより 筑　紫　野

意 見 書 提 出
※「平成17年度地方交付税所要総額確保に関する意見書」を可決し、
　関係機関に送付しました。

筑紫野市議会も財政健全化へ積極的に取り組んでいます。

　国が推進している地方財政制度改革「三位一体改革」は、地方交付税の減額、国庫補助金の廃止・縮

小、税源移譲による構造改革を推進しているところです。

　国の構造改革に伴い、市の財政運営を大幅に見直さなければならない危機が訪れ非常に厳しさを

増しています。

　市執行部は、財政健全化計画（財政健全化の道）を策定し推進していますが、

市議会は、

　①議長公用車の廃止。

　②政務調査費の支出額は、各会派で半額を努力目標。

　③特別委員会の視察は、委員会の意見を尊重しつつ出来るだけ簡素化。

など、経費節減に取り組んでいます。

　筑紫野市議会といたしましては、市財政健全化に向けて議会の権能としてのチェック機能を更に

厳しく発揮していきたいと考えています。

（5）



質般 問一
12月定例会の一般質問では

市政について、16名の議員が45項目にわたり質問しました。
質問の内容については議員本人の提出原稿により編集しています。

◎詳しい内容は3月上旬より、市民図書館・地区公民館・各コミュニティセンター・市公式HPにて会議録をご覧ください。

質 問 者 質 問 事 項 質 問 者 質 問 事 項

森田　健二�

1.安心・安全な町づくりについて
2.財政健全化計画について
3.学校教育のあり方について
ほか1件

秋岡　宏昌

1.情報公開について
2.台風被害について
3.第四次総合計画について

1.災害ボランティア支援について松原　静雄

1.財政改革について
2.市職員の仕事の取り組みについて
3.コミュニティセンター使用料減免
について
ほか1件

尾野　正義

1.地産地消の取り組みについて
2.社会体育施設の使用予約のＩＴ化
ができないか。
3 庁内職員提案について

伊藤　利之

1.財政健全化の一環として
2.寿光園事件の経過と人権問題につ
いて

若松　道子

1.防災対策について
2.温暖化対策について

佐藤　政志

1.財政運営は、市民のくらし・福祉・
教育優先で
2.水源地の産興処分場・旧村川組処
分場の産廃撤去を

城間　広子

篠原　範子

1.指定管理者制度について
2.男女共同参画推進条例化について
3.病児保育所の設置について

里永　紘一

1.筑紫野市財政健全化計画について
2.資源ごみ（廃プラスチック）の回収
について
3 違法広告物の撤去について
ほか2件

天原　邦明
1.地産地消の推進について
2.環境問題対策について
3.市の工事入札について

鹿島　康生
1.宝満環境センターについて
2.市民のための市役所について

古瀬 富美子

1.子どもの見守り対策について
2.介護予防・地域支え合い事業につ
いて
3.地域グラウンド・公園の整備につ
いて

横尾　秋洋

1.財政状況について（平成16年度）
2.平成１７年度の予算編成について
3.公共事業のあり方について
ほか1件

上村　和男

1.「三位一体改革」と市政運営につ
いて
2.山神ダム上流域の産業廃棄物処分
場問題の解決に向けて
3.保育園の「待機児童」対策について

濱武　振一

補助金削減等市民に「痛み」を押
しつける前に市経営責任者達は
顛末と決意の提示を。（濱武流筑
紫野市経営再建計画案の提示を
踏まえて）

平成17年3月1日 第127号議会だより 筑　紫　野

暮らしの
クオリティーを
高める
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平成17年3月1日第127号 議会だより 筑　紫　野

議
員
　
二
〇
〇
〇
年
の
県
事
故
調

査
委
員
会
の
産
興
処
分
場
の
平
面

図
で
は
今
、県
と
業
者
が
残
土
処

分
地
と
し
て
い
る
部
分
も
埋
立
区

域
に
な
っ
て
お
り
、埋
立
許
可
区

域
外
に
あ
る
ボ
ー
リ
ン
グ
箇
所
が

断
面
図
で
は
廃
棄
物
層
の
中
心
部

に
あ
る
。県
の
改
善
命
令
に
も
か

か
わ
る
こ
と
で
あ
り
、見
解
の
違

い
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
べ
き

で
は
。

人
権
環
境
政
策
部
長
　
県
の
指
導

監
督
、監
視
体
制
、許
可
区
域
外
埋

立
て
の
処
理
に
つ
い
て
は
、環
境

保
全
連
絡
協
議
会
な
ど
を
通
し
て
、

監
視
等
の
徹
底
及
び
推
定
地
質
断

面
図
の
見
解
も
含
め
て
求
め
た
い
。

議
員
　
今
年
も
災
害
の
多
い
年
で

あ
っ
た
が
、災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
に
対
す
る
支
援
や
ル
ー
ル
づ

く
り
は
ど
の
様
に
検
討
さ
れ
た
の

か
。ま
た
、山
家
地
区
で
は
台
風
二

十
三
号
の
後
片
付
け
で
一
名
の
方

が
亡
く
な
ら
れ
た
。安
全
・
安
心
の

街
づ
く
り
や
市
民
参
加
の
市
政
・

協
働
の
精
神
の
視
点
か
ら
ど
の
様

に
考
え
て
い
る
か
、ま
た
、そ
の
施

策
は
。

総
務
部
長
　
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

は
市
対
策
本
部
で
受
入
れ
、地
域

防
災
計
画
や
災
害
時
対
応
マ
ニ
ュ

ア
ル
に
よ
り
各
班
の
市
職
員
と
連

携
し
活
動
を
支
援
す
る
。活
動
中

の
事
故
は
、市
民
活
動
災
害
補
償

保
険
で
対
応
す
る
。新
潟
へ
支
援

に
行
か
れ
た
事
業
者
に
は
市
で
証

明
書
を
発
行
し
、高
速
道
路
料
金

免
除
手
続
を
行
っ
た
実
例
が
あ
る
。

個
人
で
被
災
地
へ
直
接
赴
き
活
動

す
る
の
は
困
難
で
、市
と
し
て
支

援
ル
ー
ル
は
な
い
が
、検
討
の
必

要
が
あ
る
。　
　

　
今
回
の
事
故
に
つ
い
て
は
、補

償
保
険
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
、安
全
で
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
ま
ち
づ
く
り
は
、行
政
だ
け

で
は
で
き
ず
、市
民
参
加
の
活
動

な
し
で
は
実
現
さ
れ
な
い
。

　
個
人
の
善
行
等
へ
の
支
援
策
と

し
て
、現
在
の
善
行
表
彰
制
度
を

含
め
今
後
研
究
し
た
い
。

議
員
　
本
市
で
の
直
下
型
地
震
の

可
能
性
に
つ
い
て
ど
の
様
に
考
え

て
い
る
か
。次
に
防
災
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
を
、更
に
詳
し
く
分
か
り
や

す
い
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
す
る
と
と

も
に
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
最
初
の

画
面
に
表
示
し
、常
時
見
ら
れ
る

よ
う
に
し
て
は
ど
う
か
。

総
務
部
長
　
九
州
北
部
の
直
下
型

地
震
の
起
こ
る
確
率
は
低
い
と
言

わ
れ
て
い
る
が
、警
固
断
層
に
加
え
、

宇
美
断
層
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、

本
県
に
お
い
て
も
大
き
な
地
震
が

起
こ
る
可
能
性
は
あ
る
。

　
今
回
の
新
潟
県
中
越
地
震
災
害

を
参
考
と
し
て
、地
震
の
事
前
対

策
や
初
動
態
勢
の
整
備
を
含
め
、

防
災
対
策
の
見
直
し
も
今
後
検
討

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
改
善
に
つ
い
て
は
今
後
も
検

討
し
て
い
く
。

議
員
　
前
の
九
月
議
会
で
、宝
満

環
境
セ
ン
タ
ー
の
施
設
は「
財
政

上
の
問
題
が
あ
る
の
で
、最
長
十

年
延
長
を
原
田
区
に
お
願
い
し
た

い
」と
言
っ
て
お
ら
れ
た
が
、地
元

原
田
区
の
御
理
解
、御
協
力
は
得

ら
れ
た
の
か
。ま
た
、上
原
田
区
の

区
画
整
理
事
業
へ
の
提
案
へ
の
進

捗
状
況
は
、い
か
が
な
も
の
か
。　

市
長
　
九
月
議
会
以
降
、適
正
な

ご
み
処
理
を
行
う
た
め
に
は
地
元

住
民
に
ご
理
解
い
た
だ
く
こ
と
を

念
頭
に
、引
き
続
き
地
元
原
田
区

と
誠
心
誠
意
協
議
を
行
っ
て
い
る
。

　
上
原
田
地
区
の
区
画
整
理
事
業

は
、本
市
の
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、

集
落
部
分
の
区
画
整
理
事
業
に
つ

い
て
、地
元
と
鋭
意
協
議
、検
討
を

進
め
て
い
る
段
階
で
あ
る
。

議
員
　
災
害
復
旧
支
援
は
ス
ピ
ー

デ
ィ
に
対
策
の
手
を
う
つ
、ま
た

知
恵
を
絞
っ
て
現
場
の
ニ
ー
ズ
に

き
め
細
か
く
対
策
を
講
じ
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
。そ
こ
で
、①
市
庁

舎
を
含
む
公
共
施
設
の
耐
震
性
に

つ
い
て
、②
災
害
時
の
高
齢
者
、障

害
者
の
皆
様
を
支
援
す
る
要
援
護

者
登
録
制
度
の
創
設
を
提
案
し
た

い
が
、い
か
が
か
。

総
務
部
長
　
本
庁
舎
は
、昭
和
五

十
六
年
度
以
降
に
増
改
築
し
た
と

こ
ろ
は
建
築
基
準
法
の
新
耐
震
基

準
を
満
た
す
が
、未
改
修
部
分
は
、

今
後
の
改
修
計
画
に
耐
震
診
断
を

行
い
、必
要
な
補
強
工
事
等
を
施

し
た
い
。小
中
学
校
体
育
館
は
、十

六
の
う
ち
十
二
が
新
基
準
を
満
た

し
て
お
り
、残
り
四
施
設
は
順
次

新
基
準
を
満
た
す
よ
う
努
め
る
。

　
災
害
時
の
高
齢
者
等
の
支
援
は
、

本
年
各
地
の
被
害
の
実
態
を
教
訓

に
、本
市
も
具
体
的
な
対
策
が
必

要
で
、要
介
護
者
登
録
制
度
を
高

齢
者
の
避
難
対
策
と
し
て
関
係
各

課
で
協
議
、検
討
し
て
い
く
。

宝満環境センター

生　活　環　境

水
源
地
の
産
興
処
分
場
の

産
廃
撤
去
を

暮らしの
クオリティーを
高める

宝
満
環
境
セ
ン
タ
ー

に
つ
い
て

安
心
・
安
全
な
町
づ
く
り

に
つ
い
て

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

支
援
に
つ
い
て

防
災
対
策
に
つ
い
て

（7）



地
球
温
暖
化
対
策
に
つ
い
て

議
員
　
環
境
基
本
計
画
の
目
標
達

成
の
た
め
に
、本
年
二
月
、本
市
で
は
、

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
活
動
を
進
め
る
上

で
の
取
組
の
指
針
が
ま
と
め
ら
れ

策
定
さ
れ
た
。市
役
所
内
で
の
取
組

に
つ
い
て
。更
に
、削
減
の
数
値
目
標

を
公
共
施
設
に
貼
り
だ
し
て
は
ど

う
か
。

人
権
環
境
政
策
部
長
　
本
年
度
は

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
の
多
い
十
二
施

設
を
選
定
し
、公
共
施
設
の
省
エ
ネ

ル
ギ
ー
化
促
進
調
査
事
業
を
実
施

し
た
。環
境
基
本
計
画
の
推
進
の
た

め
、具
体
的
実
行
・
推
進
方
法
の「
筑

紫
野
市
役
所
環
境
に
や
さ
し
い
行

動
計
画
」を
定
め
、リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ

ク
ス
の
活
用
、ご
み
の
資
源
化
、昼
休

み
の
消
灯
、夏
場
の
二
十
八
度
、冬
場

の
二
十
度
の
室
温
設
定
、夏
場
の
ノ

ー
ネ
ク
タ
イ
、毎
月
十
四
日
の
ノ
ー

マ
イ
カ
ー
デ
ー
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
平
成
十
七
年
度
の
　
排
出
量
を

平
成
十
一
年
度
を
基
準
と
し
て
十

％
削
減
す
る
こ
と
を
目
指
し
、筑
紫

野
市
環
境
推
進
員
会
を
中
心
に
市

の
全
機
関
を
あ
げ
て
環
境
保
全
に

努
め
て
い
る
。実
績
は
年
一
回
、市
の

広
報
紙
で
市
民
に
報
告
し
て
い
る

の
で
、現
段
階
の
公
共
施
設
な
ど
へ

の
目
標
値
の
貼
り
出
し
ま
で
は
考

え
て
い
な
い
。

CO2
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安心と
あたたかさを
追求する

議
員
　
今
、社
会
体
育
施
設
の
予
約

は
紙
で
、ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
に
出
さ

れ
て
い
る
。現
在
各
コ
ミ
セ
ン
、庁

内
、関
係
施
設
に「
つ
く
し
ち
ゃ
ん

ネ
ッ
ト
」が
設
置
し
て
あ
る
が
、使

用
さ
れ
て
い
な
い
。

　
設
置
本
来
の
目
的
の
達
成
と
市

民
サ
ー
ビ
ス
に
特
化
の
必
要
が
あ

る
。社
会
体
育
施
設
の
Ｉ
Ｔ
予
約
化

が
で
き
な
い
か
。

教
育
部
長
　
社
会
体
育
施
設
使
用

予
約
の
Ｉ
Ｔ
化
に
つ
い
て
市
単
独

の
シ
ス
テ
ム
構
築
に
は
高
額
な
費

用
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、現
状
の
予

約
体
系
で
継
続
し
て
い
き
た
い
。　

　
し
か
し
、福
岡
都
市
圏
で
統
一
し

た
シ
ス
テ
ム
構
築
の
た
め
福
岡
県

を
中
心
と
し
た
各
市
町
の
動
き
も

あ
る
の
で
、内
容
を
見
な
が
ら
Ｉ
Ｔ

化
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

社
会
体
育
施
設
の

使
用
予
約
に
つ
い
て

子
ど
も
の
見
守
り

対
策
に
つ
い
て

人のかがやく
場をふやす

生涯学習・スポーツ市民文化

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

使
用
料
減
免
に
つ
い
て

議
員
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

使
用
料
は
今
年
四
月
か
ら
五
十
％

減
免
に
変
更
、使
用
料
の
納
付
を
お

願
い
す
る
通
知
書
が
出
回
っ
て
い

る
。市
長
は
、行
政
と
市
民
の
十
分

な
対
話
と
合
意
形
成
が
必
要
で
、そ

の
上
で
検
討
す
る
と
返
答
さ
れ
て

い
る
が
、ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

こ
の
文
書
は
庁
議
で
決
定
し
た
上

で
配
布
さ
れ
た
の
か
。

教
育
部
長
　
利
用
者
に
は
通
知
も

送
付
も
行
っ
て
い
な
い
。本
年
八
月

に
市
区
長
会
、小
地
区
公
民
館
連
絡

協
議
会
の
関
係
機
関
・
団
体
代
表
者

へ
説
明
資
料
と
し
て
配
布
し
た
。七

月
二
十
日
の
庁
議
で
審
議
の
上
、決

裁
を
受
け
、改
善
策
を
ま
と
め
た
。

主
な
も
の
は
、使
用
料
減
免
規
定
基

準
適
用
見
直
し
の
説
明
資
料
、使
用

料
減
免
基
準
内
規
案
、条
例
改
正
素

案
で
あ
っ
た
。こ
の
協
議
の
中
で
特

に
市
長
か
ら
、利
用
者
と
の
対
話
や

減
免
基
準
規
定
の
適
用
実
施
に
当

た
り
説
明
責
任
を
十
分
に
、合
意
形

成
を
図
る
よ
う
特
段
の
指
示
を
受

け
て
い
る
。

議
員
　
健
全
化
計
画
に
、市
民
生
活

に
さ
ら
な
る
ご
負
担
を
か
け
る
項

目
が
あ
る
が
、で
き
る
限
り
の
同
意

を
得
て
実
施
す
べ
き
と
思
う
。減
免

見
直
し
に
つ
い
て
①
生
活
学
習
に

つ
い
て
の
ご
負
担
は
実
施
時
期
の

先
延
ば
し
②
健
康
増
進
に
役
立
っ

て
い
る
、ま
た
高
齢
者
の
割
合
が
多

い
グ
ル
ー
プ
等
は
全
額
減
免
す
べ

き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

教
育
部
長
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
使
用
料
は
、全
額
・
半
額
免
除

の
基
準
の
内
規
を
定
め
、十
七
年
四

月
実
施
予
定
で
あ
る
。市
民
に
よ
る

ま
ち
づ
く
り
な
ど
広
域
的
な
活
動
、

青
少
年
の
社
会
体
験
活
動
、高
齢
者

で
七
十
歳
以
上
が
三
分
の
二
以
上

の
構
成
の
場
合
、健
康
づ
く
り
や
地

域
福
祉
等
の
活
動
で
市
と
の
共
催

事
業
の
場
合
は
全
額
免
除
と
し
た

い
。条
例
改
正
後
、一
月
か
ら
二
月

を
め
ど
に
説
明
会
と
教
育
相
談
を

十
分
行
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
関
係
者

の
合
意
形
成
に
向
け
対
応
を
行
う

予
定
で
、市
長
か
ら
も
特
段
の
指

示
を
受
け
て
い
る
。

議
員
　
十
月
に
施
行
の
児
童
虐
待

防
止
法
で
は
、地
域
に
密
着
し
た

虐
待
の
早
期
発
見
と
予
防
が
大
切

で
あ
る
と
し
、学
校
、医
療
機
関
、

警
察
等
関
係
者
が
集
ま
り
支
援
内

容
を
話
し
合
う
協
議
会
を
法
定
化

し
て
い
る
。当
市
の
サ
ポ
ー
ト
体

制
の
充
実
を
。防
犯
面
で
も
、地
域

の
見
守
り
が
増
え
る
よ
う「
つ
い

で
隊
」の
広
報
を
す
べ
き
で
は
。

教
育
部
長
　
児
童
虐
待
対
策
は
、

速
や
か
に
家
庭
児
童
相
談
員
が
関

係
者
か
ら
聞
き
取
り
等
を
行
い
、

対
応
策
を
検
討
す
る
。関
係
各
課

と
連
携
し
定
期
的
、継
続
的
な
見

守
り
体
制
を
と
っ
て
行
き
た
い
。

　「
つ
い
で
隊
」の
取
組
は
、市
民

の
取
組
と
し
て
、広
報
な
ど
で
周

知
を
図
り
推
進
し
た
い
。

　
今
後
と
も
五
地
区
の
民
生
委
員

児
童
委
員
協
議
会
の
充
実
発
展
に

努
め
、要
望
活
動
を
継
続
し
て
行
い
、

次
期
一
斉
改
選
の
際
は
主
任
児
童

委
員
の
増
員
を
実
現
し
た
い
。

御笠コミュニティセンター

財
政
健
全
化
計
画
に
つ
い
て

（8）
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総合保健福祉センター（カミーリヤ）

街道保育所

介
護
予
防
、地
域
支
え
合
い

事
業
に
つ
い
て

安心と
あたたかさを
追求する
保健・医療・福祉

老
人
医
療
費
の
削
減
に

つ
い
て

財
政
改
革
の
た
め

高
齢
者
の
健
康
増
進
に
よ
る

医
療
費
削
減
を

人のかがやく
場をふやす

保
育
所
の
待
機
児
童
対
策

に
つ
い
て

議
員
　
介
護
保
険
利
用
者
の
多
く

が
心
を
う
つ
う
つ
と
さ
れ
て
い
る
。

身
体
機
能
、地
域
や
役
割
を
失
い
、

あ
き
ら
め
の
中
で
孤
独
に
な
っ
て

い
る
高
齢
者
の
仲
間
づ
く
り
が
必

要
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
た
。人

前
に
出
る
こ
と
が
お
っ
く
う
に
な

ら
な
い
ケ
ア
が
必
要
で
は
な
い
か
。

サ
ー
ビ
ス
メ
ニ
ュ
ー
の
見
直
し
は

な
さ
れ
る
の
か
。

健
康
福
祉
部
長
　
高
齢
者
対
策
は
、

地
域
、近
所
、友
人
、知
人
の
支
援
が

必
要
で
あ
る
。指
導
す
る
側
の
体
制

づ
く
り
と
し
て
地
域
の
健
康
づ
く

り
を
支
援
す
る
リ
ー
ダ
ー
育
成
と

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
の
事
業
を
取
り

入
れ
て
行
き
た
い
。　
　

　
介
護
予
防
の
サ
ー
ビ
ス
メ
ニ
ュ

ー
の
見
直
し
、特
に
高
齢
者
の
健
康

づ
く
り
に
つ
い
て
は
、中
間
報
告
の

中
で
も
、活
動
的
な
八
十
五
歳
を
目

指
し
て
生
活
機
能
の
維
持
向
上
へ

の
取
組
を
強
化
す
る
よ
う
提
言
し

て
お
り
、も
う
少
し
研
究
し
た
い
。

議
員
　
財
政
健
全
化
の
一
環
と
し

て
、増
え
続
け
る
老
人
医
療
費
の
削

減
に
つ
い
て
、健
康
な
ま
ち
づ
く
り

会
議
で
話
し
合
わ
れ
て
い
る
内
容

と
実
践
へ
の
進
捗
状
況
は
。カ
ミ
ー

リ
ヤ
を
拠
点
に
素
晴
ら
し
い
健
康

教
室
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、小
地

区
公
民
館
を
対
象
に
き
め
細
か
く

実
施
す
る
こ
と
で
こ
そ
成
果
が
現

れ
る
の
で
は
な
い
か
。

市
民
部
長
　
昨
年
九
月
に
立
ち
上

げ
た
健
康
な
ま
ち
づ
く
り
会
議
は
、

医
療
費
削
減
を
テ
ー
マ
と
し
、増
大

す
る
医
療
費
や
介
護
費
用
の
抑
制

策
を
検
討
し
て
い
る
。

健
康
福
祉
部
長
　
健
康
づ
く
り
事

業
を
拠
点
か
ら
地
域
の
核
へ
、さ
ら

に
小
地
区
公
民
館
へ
と
お
ろ
し
て

い
く
と
、多
数
の
マ
ン
パ
ワ
ー
が
必

要
だ
が
、現
在
の
指
導
体
制
で
は
賄

え
ず
、事
業
を
円
滑
に
実
施
し
て
い

く
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
が
必
要
だ
。平

成
十
七
年
度
か
ら
、地
域
の
核
で
行

う
事
業
の
支
援
者
、小
地
区
公
民
館

等
各
地
域
で
行
う
事
業
の
推
進
役

と
し
て
、リ
ー
ダ
ー
育
成
と
サ
ポ
ー

タ
ー
養
成
に
着
手
し
、健
康
づ
く
り

事
業
を
地
域
へ
と
転
換
す
る
基
礎

を
つ
く
り
た
い
。

議
員
　
市
長
は
、「
一
人
で
見
る
夢

は
夢
で
終
わ
り
皆
で
見
る
夢
は
実

現
す
る
」と
話
さ
れ
た
。執
行
部
が

心
を
一
つ
に
し
、魂
が
入
ら
な
け
れ

ば
実
現
し
な
い
。一
生
懸
命
だ
と
知

恵
が
出
る
、中
途
半
端
だ
と
愚
痴
が

出
る
、何
も
し
な
い
と
言
い
訳
が
出

る
。財
政
再
建
の
取
組
は
評
価
す
る

が
、高
齢
者
の
健
康
増
進
に
よ
る
医

療
費
削
減
の
進
捗
状
況
は
。

市
民
部
長
　
十
月
下
旬
に
先
進
地

の
埼
玉
県
三
郷
市
を
視
察
し
た
。こ

れ
を
踏
ま
え
、一
つ
は
、現
在
カ
ミ

ー
リ
ヤ
、農
業
者
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ

ン
タ
ー
で
行
っ
て
い
る
事
業
を
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
単
位
に
広
げ
た
い
。二

つ
目
は
、将
来
、対
象
者
拡
大
の
た

め
に
各
小
地
区
公
民
館
で
も
行
え

る
よ
う
指
導
者
、サ
ポ
ー
タ
ー
を
育

成
す
る
。三
つ
目
は
、経
済
的
見
地

か
ら
事
業
効
果
測
定
を
目
標
に
実

効
性
の
あ
る
も
の
を
検
討
中
で
あ

る
。各
課
と
の
調
整
も
あ
る
が
、方

向
性
と
し
て
、限
ら
れ
た
予
算
で
効

果
の
あ
る
事
業
が
何
か
、事
業
内
容

を
確
認
し
、継
続
性
の
あ
る
充
実
し

た
事
業
を
展
開
で
き
る
よ
う
協
議

し
て
い
る
。

議
員
　
百
人
の
待
機
児
童
の
対
策

に
つ
い
て
は
、関
係
部
署
で
頑
張
っ

て
も
ら
い
た
い
。子
育
て
支
援
の
課

題
は
住
み
た
く
な
る
筑
紫
野
市
、地

域
活
性
化
の
源
の
一
つ
で
あ
る
。平

原
市
政
一
期
目
の
折
り
返
し
点
で

あ
り
、そ
う
し
た
意
味
も
ふ
ま
え
て
、

決
意
と
と
も
に
お
答
え
願
い
た
い
。

市
長
　
待
機
児
童
対
策
に
つ
い
て

は
、こ
れ
ま
で
も
全
体
の
定
数
を
二

百
六
十
人
ほ
ど
増
や
し
た
し
、入
所

児
童
数
も
定
数
枠
の
約
一
・
数
倍
が

認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
努
力
し
て

き
た
が
、今
日
の
不
況
を
反
映
し
て

か
、共
働
き
家
庭
の
増
加
の
中
で
、

待
機
児
童
が
百
人
を
超
す
状
況
と

な
っ
て
い
る
。

　
今
後
の
計
画
と
し
て
、保
育
所
等

の
協
力
を
得
な
が
ら
定
数
の
枠
を

増
や
し
て
い
き
、法
人
に
よ
る
建
設

計
画
も
提
案
さ
れ
て
い
る
の
で
、そ

う
い
う
も
の
を
推
し
進
め
て
い
く

こ
と
を
考
え
て
い
る
。
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病
児
保
育
所
の
設
置
を

議
員
　
厳
し
い
不
況
で
パ
ー
ト
勤

務
な
ど
不
安
定
雇
用
の
就
労
が
増

え
て
い
る
。子
ど
も
の
病
気
の
た

め
の
欠
勤
は
即
雇
用
の
打
切
り
に

つ
な
が
り
か
ね
な
い
。病
児
保
育
、

病
気
あ
け
保
育
所
が
あ
れ
ば
と
い

う
切
実
な
要
求
が
強
い
。安
心
し

て
子
育
て
が
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

の
た
め
に
、医
療
機
関
に
協
力
を

求
め
て
、設
置
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

健
康
福
祉
部
長
　
平
成
十
四
年
度

か
ら
推
進
し
て
い
る
フ
ァ
ミ
リ
ー

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
事
業
が
病
児

保
育
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
。ま
た
、

子
ど
も
の
病
気
診
療
へ
の
対
応
と

し
て
、平
日
の
夜
間
と
休
日
の
小

児
救
急
医
療
体
制
を
十
月
か
ら
実

施
し
て
い
る
。病
後
児
保
育
に
つ

い
て
は
、ク
リ
ア
す
べ
き
課
題
も

あ
る
の
で
、今
後
の
検
討
課
題
と

し
た
い
。

市
長
　
今
年
度
策
定
を
進
め
て
い

る
次
世
代
育
成
支
援
行
動
計
画
の

中
で
、乳
幼
児
健
康
支
援
一
時
預

り
事
業「
病
後
児
保
育
」と
し
て
検

討
し
た
い
。

平成17年3月1日 第127号議会だより 筑　紫　野

みんなで
まちづくりを
すすめる

力をあわせ
共に生きる

人権確立と啓発

寿
光
園
事
件
の
経
過
と

人
権
問
題
に
つ
い
て

財
政
運
営
は

く
ら
し
・
福
祉
優
先
で

議
員
　
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
街
づ

く
り
、人
権
尊
重
の
街
づ
く
り
を

目
指
す
筑
紫
野
市
で
起
こ
っ
た
寿

光
園
の
事
態
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、

市
独
自
に
ど
の
よ
う
な
関
り
方
を

し
て
い
く
の
か
。本
市
は
人
権
都

市
宣
言
を
制
定
し
、人
権
尊
重
意

識
を
高
揚
す
る
た
め
に
様
々
な
勉

強
会
を
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
が
、

施
設
に
も
呼
び
か
け
ら
れ
た
の
か
。

健
康
福
祉
部
長
　
平
成
十
二
年
の

社
会
福
祉
法
改
正
後
、福
祉
サ
ー

ビ
ス
利
用
者
の
権
利
擁
護
が
樹
立

さ
れ
、社
会
福
祉
事
業
経
営
者
に
は
、

利
用
者
の
苦
情
処
理
や
第
三
者
評

価
の
努
力
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い

る
。こ
の
権
利
擁
護
は
地
域
福
祉

計
画
策
定
の
中
で
も
検
討
し
て
お

り
、社
会
福
祉
施
設
や
専
門
職
の
方
々

や
関
係
団
体
と
協
議
し
、よ
り
実

効
性
あ
る
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
を
探

っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
現
在
、市
内
の
福
祉
施
設
職
員

に
直
接
の
人
権
教
育
は
実
施
し
て

い
な
い
が
、法
務
局
等
の
関
係
機

関
と
密
接
な
連
携
、協
力
を
図
り
、

関
係
者
に
対
し
、社
会
的
弱
者
で

あ
る
障
害
者
等
の
人
権
の
重
要
性

へ
の
正
し
い
認
識
と
理
解
を
深
め

る
為
、研
修
実
施
方
法
等
を
含
め

検
討
し
た
い
。

議
員
　
本
市
の
財
政
悪
化
の
原
因

で
あ
る
運
動
団
体
言
い
な
り
の
突

出
し
た
同
和
事
業
に
メ
ス
を
い
れ
、

同
和
優
先
を
や
め
、全
て
の
市
民

の
く
ら
し
・
福
祉
充
実
を
め
ざ
す

べ
き
だ
。十
四
年
度
か
ら
同
和
事

業
見
直
し
が
さ
れ
て
い
な
い
が
、

見
直
し
計
画
の
結
論
は
い
つ
出
す

の
か
。市
長
公
約
の
三
十
人
学
級
、

ご
み
袋
値
下
げ
は
実
施
す
る
の
か
。

人
権
環
境
政
策
部
長
　
運
動
団
体

に
、市
と
し
て
個
別
の
九
事
業
を
、

運
動
団
体
補
助
金
に
つ
い
て
は
、

四
市
一
町
の
筑
紫
地
区
人
権
・
同

和
行
政
推
進
協
議
会
と
し
て
削
減

を
申
し
入
れ
た
。本
市
の
財
政
の

厳
し
い
状
況
を
理
解
い
た
だ
き
、

本
年
度
中
に
一
定
の
結
論
が
出
せ

る
よ
う
努
力
し
た
い
。

市
長
　
三
十
人
学
級
は
、本
年
度

二
日
市
小
で
県
の
研
究
指
定
と
あ

わ
せ
て
試
行
、次
年
度
は
二
校
実

施
す
る
予
定
で
、十
八
年
度
は
試

行
結
果
を
受
け
判
断
し
た
い
。

　
ご
み
袋
の
件
は
、値
下
げ
と
い

う
公
約
は
し
て
い
な
い
。申
し
上

げ
た
の
は
、市
民
の
ご
み
減
量
の

努
力
が
ご
み
袋
購
入
の
節
減
に
つ

な
が
る
シ
ス
テ
ム
に
し
た
い
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
。

　
ご
み
減
量
に
結
び
つ
く
価
格
体

系
と
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な
シ
ス

テ
ム
が
い
い
の
か
調
査
し
て
い
る
。

議
員
　
地
産
地
消
の
取
組
で
学
校

給
食
使
用
は
着
実
に
伸
び
て
い
る

が
、生
産
者
の
拡
大
、直
売
所
の
充

実
、指
導
促
進
等
の
施
策
が
必
要
だ
。

本
市
の
農
畜
産
物
の
流
通
体
系
の

変
化
の
状
況
下
、市
関
係
部
署
、生

産
者
、関
係
諸
団
体
と
の
連
携
や

道
の
駅
等
の
農
畜
産
物
直
売
所
の

設
置
に
つ
い
て
、研
究
・
協
議
の
進

捗
度
合
い
と
実
績
は
。

建
設
経
済
部
長
　
供
給
体
制
の
確

立
に
つ
い
て
は
、Ｊ
Ａ
筑
紫
に
よ

る
学
校
給
食
納
入
会
を
定
例
で
開

催
し
、今
年
度
新
設
国
庫
補
助
事

業
の
産
地
づ
く
り
交
付
金
を
活
用

し
た
転
作
作
物
の
直
販
所
・
学
校

給
食
に
対
す
る
出
荷
奨
励
助
成
な

ど
、多
品
種
、安
心
・
安
全
の
農
作

物
の
安
定
供
給
に
努
め
て
い
る
。

適
正
な
農
薬
使
用
の
徹
底
、生
産

履
歴
の
記
帳
、一
層
の
減
農
薬
、有

機
肥
料
栽
培
の
推
進
を
図
り
、生

産
者
に
よ
る
給
食
調
理
場
の
視
察

研
修
や
消
費
者
と
生
産
者
と
の
交

流
会
等
を
通
じ
、生
産
者
の
顔
が

見
え
る
当
市
農
業
の
確
立
が
急
務

で
あ
る
。今
後
と
も
消
費
者
の
安
心
・

安
全
な
農
作
物
の
提
供
を
図
り
、

消
費
者
と
生
産
者
の
相
互
理
解
を

深
め
る
取
組
を
図
り
た
い
。

地
産
地
消
の
取
組
に

つ
い
て

産　業　振　興

まちの力を
たくわえる
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市
民
の
た
め
の

市
役
所
に
つ
い
て

情
報
公
開
に
つ
い
て

総
合
計
画
に
つ
い
て

平成17年3月1日第127号 議会だより 筑　紫　野

行　　財　　政

みんなで
まちづくりを
すすめる

三
位
一
体
改
革
と

市
政
運
営
に
つ
い
て

指
定
管
理
者
制
度
に
つ
い
て

力をあわせ
共に生きる

まちの力を
たくわえる

議
員
　
現
在
本
市
で
は
、財
政
健
全

化
計
画
推
進
の
さ
な
か
に
あ
る
。政

府
の
三
位
一
体
改
革
は
、私
た
ち
筑

紫
野
市
に
と
っ
て
、追
い
討
ち
を
か

け
て
く
る
災
難
の
よ
う
に
思
え
て

な
ら
な
い
。「
地
方
一
揆
」と
の
声
す

ら
上
が
っ
て
い
る
。今
後
の
市
政
運

営
上
の
考
え
方
と
決
意
を
市
民
に

示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。　
　

市
長
　
財
政
健
全
化
計
画
に
沿
っ

て
全
力
で
取
り
組
む
。情
報
の
共
有

化
を
図
り
、市
民
、議
会
、職
員
が
同

じ
危
機
意
識
を
持
っ
て
、ま
さ
に
一

体
と
な
っ
て
初
め
て
効
果
が
発
揮

で
き
る
。真
に
誇
り
得
る
筑
紫
野
市

へ
の
道
の
り
と
し
て
、避
け
て
通
る

こ
と
の
で
き
な
い
内
容
で
あ
り
、皆

様
と
一
緒
に
そ
の
先
に
あ
る
明
る

い
展
望
を
見
据
え
て
着
実
に
歩
を

進
め
て
い
き
た
い
。

議
員
　
印
鑑
登
録
証
明
書
を
取
得

す
る
の
に
、い
つ
か
ら
身
分
を
証
明

す
る
の
が
必
要
に
な
り
、ま
た
代
理

人
が
印
鑑
登
録
証
明
書
を
取
得
す

る
の
に
、な
ぜ
委
任
状
が
い
る
の
か
。

職
員
の
責
任
の
所
在
を
は
っ
き
り

す
る
為
、正
職
、嘱
託
、臨
職
の
名
札

の
色
分
け
は
で
き
な
い
も
の
か
。

市
民
部
長
　
戸
籍
事
務
に
つ
い
て
、

平
成
十
六
年
七
月
か
ら
、虚
偽
の
届

出
等
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
本
人
確

認
を
実
施
す
る
よ
う
法
務
省
か
ら

通
達
が
あ
っ
た
。戸
籍
事
務
以
外
で

も
、印
鑑
登
録
証
明
書
や
住
民
票
の

写
し
等
は
不
動
産
取
引
や
金
融
関

係
の
契
約
等
に
も
利
用
さ
れ
、虚
偽

の
申
請
の
防
止
や
個
人
情
報
保
護

の
た
め
本
人
確
認
の
協
力
を
お
願

い
し
て
い
る
。印
鑑
登
録
証
明
書
の

代
理
人
申
請
に
つ
い
て
は
、委
任
状

の
添
付
は
必
要
な
く
、窓
口
の
職
員

に
徹
底
し
た
い
。

総
務
部
長
　
職
員
の
名
札
の
件
は
、

現
在
正
規
職
員
と
嘱
託
職
員
は
同

じ
名
札
を
着
用
し
、嘱
託
職
員
は
、

嘱
託
職
員
と
氏
名
を
表
示
し
て
い

る
。臨
時
職
員
は
姓
の
み
の
名
札
を

着
用
し
て
い
る
。責
任
所
在
の
明
確

化
の
た
め
の
色
分
け
は
賛
否
両
論

あ
る
。名
札
の
意
義
に
つ
い
て
再
考

し
、今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

議
員
　
大
分
県
情
報
公
開
訴
訟
で
、

最
高
裁
は「
未
決
済
文
書
も
公
開
対

象
と
す
る
」判
決
を
言
い
渡
し
た
。

判
決
へ
の
所
感
と
今
後
の
対
応
策

を
お
伺
い
す
る
。

総
務
部
長
　
こ
の
た
び
の
最
高
裁

判
決
と
本
市
の
条
例
の
解
釈
運
用

は
大
差
が
な
く
、支
障
が
生
じ
る
こ

と
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。文
書

は
原
則
公
開
で
あ
る
が
、今
後
と
も

公
開
に
当
た
り
、条
例
の
規
定
に
照

ら
し
適
切
な
運
用
を
図
っ
て
い
く
。

議
員
　
平
成
十
八
年
度
か
ら
始
ま

る
第
四
次
総
合
計
画
は
、基
本
構
想
、

基
本
計
画
及
び
実
施
計
画
と
も
議

会
議
決
事
項
と
出
来
な
い
か
。ま
た

Ｃ
Ｄ
化
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
化
は
出
来

な
い
か
。　
　
　
　

総
務
部
長
　
諸
計
画
書
の
Ｃ
Ｄ
化

等
の
件
は
、総
合
計
画
を
初
め
各
種

の
分
野
別
計
画
書
や
予
算
書
に
つ

い
て
は
広
報
紙
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

あ
ら
ゆ
る
広
報
手
段
を
駆
使
し
て

提
供
し
て
ま
い
り
た
い
。な
お
、Ｃ

Ｄ
化
に
つ
い
て
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
普
及
率
等
も
勘
案
し
な
が
ら

検
討
課
題
と
し
た
い
。

市
長
　
地
方
自
治
法
で
、議
会
の
議

決
を
経
て
基
本
構
想
を
定
め
る
旨

規
定
さ
れ
て
お
り
、案
が
ま
と
ま
り

次
第
、議
会
へ
お
諮
り
す
る
予
定
で
、

そ
の
折
に
は
同
時
に
策
定
す
る
基

本
計
画
案
も
報
告
す
る
。実
施
計
画

は
、毎
年
度
予
算
案
と
し
て
議
会
の

議
決
を
経
る
も
の
で
あ
る
。

議
員
　
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入

は
、公
の
施
設
管
理
を
民
間
企
業
に

丸
投
げ
す
る
も
の
で
あ
る
。恣
意
的

な
運
営
に
よ
り
、不
公
正
な
運
営
や

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
に
繋
が
り

か
ね
な
い
。住
民
監
査
請
求
や
情
報

公
開
の
対
象
外
に
な
る
。兼
業
禁
止

規
定
が
適
用
さ
れ
ず
、腐
敗
･
不
正

の
温
床
に
な
る
可
能
性
が
危
惧
さ

れ
る
。見
解
を
聞
く
。

総
務
部
長
　
地
方
自
治
法
の
規
定

に
よ
り
、市
は
正
当
な
理
由
な
く
住

民
の
公
の
施
設
の
利
用
を
拒
ん
だ

り
、不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
し
て

は
な
ら
な
い
し
、指
定
管
理
者
が
こ

れ
に
違
反
し
た
場
合
は
、指
定
取
消

が
で
き
る
の
で
、公
正
な
運
営
は
確

保
さ
れ
る
。

　
ま
た
指
定
管
理
者
は
、同
法
の
規

定
に
よ
り
、公
の
施
設
の
管
理
業
務

に
関
し
、毎
年
度
終
了
後
事
業
報
告

書
を
作
成
し
、市
へ
の
提
出
及
び
内

容
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
る
義
務
が

あ
る
。監
査
に
関
し
て
は
、必
要
が

あ
る
場
合
は
、市
は
指
定
管
理
者
に

対
し
て
出
納
関
連
の
資
料
を
求
め

た
り
、場
合
に
よ
り
指
定
管
理
者
に

出
席
を
求
め
て
調
査
す
る
こ
と
も

可
能
と
考
え
る
。兼
業
禁
止
に
つ
い

て
は
、指
定
管
理
者
制
度
は
通
常
の

請
負
契
約
に
は
該
当
せ
ず
、同
法
の

兼
業
禁
止
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い

た
め
、管
理
者
の
指
定
に
際
し
、市

と
指
定
管
理
者
が
協
議
し
締
結
す

る
協
定
書
の
中
に
兼
業
の
禁
止
や

情
報
公
開
を
盛
り
込
む
な
ど
、先
進

自
治
体
の
事
例
を
参
考
と
し
、研
究

し
た
い
。

市
長
　
指
定
管
理
者
制
度
は
、公
共

団
体
の
み
に
限
ら
れ
て
い
た
公
共

施
設
の
管
理
委
託
を
、民
間
企
業
を

含
め
た
様
々
な
団
体
に
も
範
囲
が

広
げ
ら
れ
た
も
の
で
、導
入
目
的
は
、

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
経
費
縮

減
で
あ
る
。こ
の
目
的
に
沿
っ
て
、

安
易
な
民
営
化
、公
的
責
任
の
放
棄

に
な
ら
な
い
よ
う
留
意
し
な
が
ら
、

制
度
導
入
に
向
け
検
討
し
て
い
き

た
い
。
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議会だより
平成17年3月1日 第127号 議会だより

議員の辞職について

筑　紫　野

この議会だよりは森林資源を守るため再生紙を使用しています。

あなたも議会を傍聴しませんか。

詳しいことは、筑紫野市議会事務局（電話929-5399）へ

お問い合わせください。
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二
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２月２３日（水）……議会運営委員会

　　２８日（月）……本　会　議（初　日：議案上程、提案理由説明）

３月　３日（木）……　　〃　　（第２日：各会派代表質問）

　　　４日（金）……　　〃　　（第３日：発議・請願上程、質疑、委員会付託）

　　　　　　　　　常任委員会

　　　７日（月）

　　　　　　　　…常任委員会、特別委員会

　　１８日（金）　　　　　

　　２２日（火）……本　会　議（第４日：一般質問）

　　２３日（水）……　　〃　　（第５日：　 〃 　）

　　２５日（金）……　　〃　　（最終日：委員会審査報告、採決）

市議会関係日程のお知らせ（予定）

〜

編 集 委 員

議 会 会 派 一 覧

市 民 会 議

平成１５年５月２５日届出

６ 名

◎代　表　　＊議員任期：平成15年5月25日～平成19年5月24日（定数24名・現員22名：平成17年1月11日現在）

5 名 5 名 3 名 2 名 1 名

平成１５年５月２５日届出 平成１５年５月２５日届出 平成１５年５月２５日届出 平成１５年５月２５日届出

2003新生グループ つくしクラブ
公　明　党
筑紫野市議団

日本共産党
筑紫野市議団 会派に所属しない

議　　員

平成17年1月10日付けで、濱武振一議員（2期目、文教福祉委員、2003新生グループ）が

議員を辞職されました。これに伴う筑紫野市議会の会派の構成は、次のとおりです。

野 口 　 功

川 上 弘 道

下 田 淳 一

坂 口 博 幸

里 永 紘 一

伊 藤 利 之

◎

　

の　  ぐち　　　　 いさお

かわ　かみ　 ひろ　みち　

しも　　だ　 じゅん　いち

さか　ぐち　ひろ　ゆき

さと　なが　こう　いち

い　　とう　とし　ゆき

尾 野 正 義

秋 岡 宏 昌

上 村 和 男

若 松 道 子

赤 司 泰 一

◎

　

お　　の　　まさ　よし

あき　おか　ひろ　まさ

うえ　むら　かず　 お

わか　まつ　みち　 こ

あか　 し　　た　 いち

大 石 　 泰

横 尾 秋 洋

松 原 静 雄

天 原 邦 明

鹿 島 康 生

◎

　

おお　いし　　　　 ゆたか

よこ　 お　 あき　 ひろ

まつ　ばら　しず　 お

あま　はら　くに　 あき

か　 しま　やす　 お

森 田 健 二

佐 藤 政 志

古瀬富美子

◎

　

もり　 た　　けん　　じ

さ　 とう　まさ　 し

こ　せ　ふ　み　こ

城 間 広 子

篠 原 範 子

◎

　

しろ　 ま　 ひろ　 こ

田 中 　 允
た　 なか　 　 まこと

しの　 はら　 のり　 こ

古紙配合率100％再生紙を使用しています。
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